
佐賀県高齢者保健福祉推進委員会設置要綱 
 
（目的）  
第１条 本格的な高齢社会を迎え、高齢者施策を保健・福祉・医療等の観点から総合的に推進し、 
明るく活力のある豊かな長寿社会の実現に資することを目的として、佐賀県高齢者保健福祉推進 
委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 
（協議事項） 
第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、又は検討を行う。 
（１）老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の９の規定による佐賀県高齢者保健福祉

計画の策定及び推進に関する事項 
（２）介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１８条の規定による佐賀県介護保険事業支援   

計画の策定及び推進に関する事項 
（３）その他高齢者の保健、福祉、医療等に関し必要な事項 
 
（組織等） 
第３条 委員会は、別表に掲げる学識経験者、関係機関・団体及び公募による県民等をもって組織
する。 
２ 委員会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により選任し、副会長は会長が指名する。 
３ 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 
４ 会長に事故があるときは、副会長が会長の職務を代理する。 
５ 委員の任期は、３年間とする。ただし、再任を妨げない。  
  なお、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 
（会議）  
第４条 委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。 
２ 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を要請し、意見を求めることができる。 

 
（庶務）  
第５条 委員会の庶務は、佐賀県健康福祉部長寿社会課において処理する。 
 
（補足）  
第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 
   附 則 
１ この要綱は、平成１３年１０月９日から施行する。  
２ 佐賀県保健医療福祉対策協議会高齢者保健福祉計画等検討部会設置要綱（平成１１年３月１８ 
日施行）、佐賀県保健医療福祉対策協議会高齢者サービス総合調整部会設置要綱（平成１０年６ 
月２４日施行）及び佐賀県豊かな長寿社会づくり懇話会設置要綱（平成９年６月２５日施行）は､ 
廃止する。 

 
   附 則 
 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

 
   附 則 
 この要綱は、平成１７年２月１８日から施行する。 

 
附 則 

 この要綱は、平成２０年２月１８日から施行する。 

 
附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要綱は、平成２２年２月２３日から施行する。 
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附 則 

 この要綱は、平成２６年２月１４日から施行する。 
 

附 則 
 この要綱は、平成２９年２月２４日から施行する。 

 
附 則 

 この要綱は、令和２年２月１９日から施行する。 
 
別表（第３条関係） 

 

 

 機  関 ・ 団 体 等 

1 学識経験者（大学教授等） 

2 学識経験者（大学教授等） 

3 学識経験者（大学教授等） 

4 介護保険者 

5 介護保険者 

6 佐賀県老人クラブ連合会 

7 佐賀県老人福祉施設協議会 

8 佐賀県介護老人保健施設協会 

9 佐賀県介護支援専門員協議会 

10 佐賀県介護福祉士会 

11 佐賀県高等学校教育研究会福祉部会 

12 佐賀県医師会 

 13 佐賀県歯科医師会 

14 佐賀県薬剤師会 

15 佐賀県看護協会 

16 佐賀県リハビリテーション3団体協議会 

17 佐賀県介護保険事業連合会 

18 佐賀県社会福祉協議会 

19 佐賀県障害者社会参加推進センター 

20 佐賀県民生委員児童委員連絡協議会 

21 佐賀県地域婦人連絡協議会 

22 佐賀県ボランティア連絡協議会 

23 認知症の人と家族の会 

24 県民公募委員 

25 県民公募委員 


